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監
査
公
表
第
⚒
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
242条

第
⚕
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
松
林

俊
治
の
請
求
に
係
る
監
査
を
執
行
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
公
表
し
ま
す
。

令
和
⚓
年
⚑
月
22日

山
口
県
監
査
委
員

二
木
健
治

同
石
丸
典
子

同
小
田
正
幸

同
木
村

進

第
⚑
監
査
の
請
求

山
口
市
吉
敷
中
東
一
丁
目
⚙
番
11号

松
林
俊
治
か
ら
次
の
と
お
り
監
査
の
請
求
が
あ
っ
た
。

山
口
県
職
員
に
関
す
る
措
置
請
求
の
要
旨

山
口
県
知
事
村
岡
嗣
政
氏
（
以
下
「
知
事
」
と
い
う
。
）
は
、
2020年

（
令
和
⚒
年
）
⚘
月
20日

に
貴
賓
車
と
し
て
ト
ヨ
タ
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
⚑
台
を
20,900,000円

で
購
入
し
た
が
、
今
回
の
貴
賓
車
の

購
入
は
、
次
の
理
由
に
よ
り
不
当
な
支
出
で
あ
る
た
め
、
知
事
に
対
し
、
支
出
し
た
金
額
20,900,000

円
を
山
口
県
に
返
還
す
る
よ
う
求
め
る
。

⚑
宮
内
庁
は
、
皇
族
の
地
方
訪
問
の
際
、
都
道
府
県
に
皇
族
が
乗
る
車
両
を
用
意
す
る
よ
う
求
め
て

い
な
い
た
め
、
高
級
な
貴
賓
車
を
購
入
す
る
必
要
性
は
そ
も
そ
も
な
い
。
ま
た
、
従
来
か
ら
貴
賓
車

と
し
て
保
有
す
る
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
、
貴
賓
車
と
し
て
使
用
し
た
の
は
、
直
近
の
⚓
年
間
で
13日

し
か
な
く
、
う
ち
皇
族
が
使
用
し
た
の
は
⚒
日
間
だ
け
で
あ
り
、
実
態
は
「
議
長
車
」
「
副
議
長
車
」

と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
今
回
、
⚓
台
あ
っ
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
⚒
台
廃
車
し
、
新
車
を
⚑
台
購

入
し
た
こ
と
に
よ
り
貴
賓
車
が
⚑
台
か
ら
⚒
台
に
増
え
た
こ
と
は
、
県
民
は
理
解
も
納
得
も
し
が
た

い
事
態
で
あ
る
。

⚒
山
口
県
で
は
財
源
不
足
が
続
い
て
お
り
、
公
共
施
設
の
命
名
権
の
募
集
や
公
用
車
へ
の
広
告
主
の

募
集
を
行
う
な
ど
の
歳
入
増
の
努
力
を
し
て
い
る
最
中
で
の
贅
沢
な
貴
賓
車
の
購
入
は
矛
盾
し
て
お

り
、
地
方
自
治
法
の
定
め
る
「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
」
を
挙
げ
て
い
な
い
。
そ
の
う
え
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
下
で
、
県
民
の
血
税
を
使
っ
て
や
る
べ
き
施
策
が
山
ほ
ど
あ
る
中
で
、
必

要
の
な
い
貴
賓
車
に
20,900,000円

も
の
血
税
を
使
う
今
回
の
支
出
は
県
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

⚓
貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
に
つ
い
て
は
、
今
年
⚒
月
の
予
算
議
会
で
は
、
代
表
質
問
、
一
般
質

問
及
び
常
任
委
員
会
で
も
取
り
上
げ
て
お
ら
ず
、
予
算
説
明
書
に
は
、
物
品
管
理
費
57,204千

円
の

内
訳
と
し
て
「
備
品
購
入
費
24,963千

円
」
と
の
記
述
が
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
で
は
説
明
し
た
と
は

言
え
な
い
。
県
民
の
誰
も
が
見
て
分
か
る
予
算
書
・
予
算
説
明
書
に
改
善
し
、
県
議
会
で
議
論
で
き

る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

⚔
2020年

（
令
和
⚒
年
）
10月

27日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
知
事
は
今
回
の
貴
賓
車
の
購
入
に
つ

い
て
「
県
民
に
対
す
る
事
業
で
は
な
く
、
内
部
経
費
。
担
当
課
が
検
討
し
た
と
思
う
。
」
「
他
車
種

と
の
検
討
な
ど
精
査
が
必
要
だ
っ
た
。
」
と
発
言
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
知
事
と
し
て
適
切
な
内

部
統
制
を
欠
い
て
い
る
。

第
⚒
監
査
の
結
果

上
記
の
監
査
請
求
に
つ
い
て
監
査
し
た
結
果
を
次
の
と
お
り
請
求
人
宛
て
通
知
し
た
。

令
⚒
山
監
査
第
88
号

令
和
⚓
年
（
2021年

）
⚑
月
22日

松
林
俊
治
様

山
口
県
監
査
委
員

山
口
県
職
員
措
置
請
求
に
つ
い
て
（
通
知
）

令
和
⚒
年
11月

26日
に
請
求
の
あ
り
ま
し
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律

第
67号

。
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
第
242条

第
⚕
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
監
査
を
執
行
し
ま
し

た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

記
⚑
請
求
の
受
理

こ
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
形
式
的
要
件
を
具
備
し
て
い
る
と
認
め
、
令
和
⚒
年
12月

⚓
日

一
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に
請
求
を
受
理
し
た
。

⚒
要
件
審
査

⑴
損
害
額
の
特
定
に
つ
い
て

請
求
の
要
旨
に
お
い
て
、
請
求
人
は
「
今
回
の
貴
賓
車
の
購
入
は
不
当
な
支
出
で
あ
る
た
め
、

知
事
に
対
し
、
支
出
し
た
金
額
20,900,000円

を
山
口
県
に
返
還
す
る
よ
う
求
め
る
。
」
と
記
載

し
、
購
入
金
額
が
20,900,000円

の
物
品
売
買
契
約
書
等
の
写
し
を
、
事
実
を
証
明
す
る
書
類
と

し
て
提
出
し
た
の
み
で
あ
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
損
害
が
生
じ
て
い
る
か
が
不
明
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
陳
述
・
監
査
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

⚓
監
査
の
実
施

⑴
陳
述
の
要
旨

請
求
人
に
対
し
、
自
治
法
第
242条

第
⚗
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
⚒
年
12月

10日
に
証
拠

の
提
出
及
び
陳
述
の
機
会
を
与
え
た
と
こ
ろ
、
請
求
人
か
ら
陳
述
が
行
わ
れ
た
。
併
せ
て
、
新
た

な
事
実
を
証
す
る
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
。

陳
述
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
貴
賓
車
の
必
要
性
に
つ
い
て

❞
山
口
県
が
貴
賓
車
を
所
有
す
る
必
要
性
は
そ
も
そ
も
な
い
。
宮
内
庁
に
よ
る
と
、
皇
族
の

地
方
訪
問
の
際
、
都
道
府
県
に
皇
族
が
乗
る
車
両
を
用
意
す
る
よ
う
求
め
て
お
ら
ず
、
ま

た
、
天
皇
、
皇
后
、
上
皇
、
上
皇
后
、
皇
嗣
は
、
地
方
へ
の
行
幸
啓
で
あ
っ
て
も
東
京
か
ら

御
料
車
を
運
ん
で
乗
り
、
皇
嗣
妃
以
下
の
お
成
り
の
場
合
で
は
、
相
手
の
用
意
し
た
車
に
乗

る
が
、
車
種
の
希
望
は
伝
え
て
い
な
い
。
県
は
そ
れ
を
認
識
し
な
が
ら
、
他
の
支
出
と
の
比

較
検
討
も
せ
ず
に
最
高
級
車
を
購
入
し
て
い
る
。

❟
令
和
⚒
年
10月

⚕
日
時
点
で
も
皇
族
や
海
外
か
ら
の
賓
客
と
い
っ
た
貴
賓
を
乗
せ
る
予
定

も
な
く
、
ま
た
、
保
有
す
る
貴
賓
車
⚒
台
に
つ
い
て
、
議
会
事
務
局
か
ら
物
品
管
理
課
長
へ

提
出
さ
れ
た
「
集
中
管
理
自
動
車
使
用
申
込
書
」
に
よ
り
令
和
⚒
年
⚔
月
⚑
日
か
ら
令
和
⚓

年
⚓
月
31日

ま
で
の
来
賓
用
務
に
使
用
す
る
場
合
を
除
く
期
間
、
議
長
、
副
議
長
が
使
用
し

た
い
と
し
て
お
り
、
⚑
年
間
の
ほ
と
ん
ど
を
県
議
会
の
議
長
、
副
議
長
が
使
用
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
貴
賓
の
た
め
の
車
で
は
な
く
、
議
長
、
副
議
長
の
た
め
の
も
の
で
あ

る
。

❠
昨
年
、
県
が
保
有
し
て
い
た
⚓
台
の
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
う
ち
、
⚒
台
は
議
長
車
、
副
議
長

車
と
し
て
議
会
事
務
局
が
管
理
し
、
物
品
管
理
課
が
管
理
す
る
貴
賓
車
は
⚑
台
し
か
な
か
っ

た
の
に
、
貴
賓
の
た
め
と
言
い
な
が
ら
議
長
の
た
め
に
新
た
に
買
い
替
え
、
必
要
の
な
い
貴

賓
車
を
⚑
台
か
ら
⚒
台
に
増
や
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
県
民
と
し
て
看
過
で
き
る
こ

と
で
は
な
い
。

イ
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て

❞
山
口
県
で
は
財
源
不
足
が
続
い
て
お
り
、
歳
入
増
の
努
力
を
し
て
い
る
中
で
の
贅
沢
な
貴

賓
車
の
購
入
は
矛
盾
し
た
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
下
で
、
医
療

機
関
と
医
療
従
事
者
へ
の
財
政
支
援
等
県
民
の
血
税
を
使
っ
て
や
る
べ
き
施
策
が
山
ほ
ど
あ

る
中
で
、
貴
賓
車
に
2,090万

円
も
の
血
税
を
使
う
今
回
の
支
出
に
、
県
民
の
理
解
は
得
ら

れ
な
い
。
現
に
、
令
和
⚒
年
11月

21日
ま
で
に
県
に
寄
せ
ら
れ
た
抗
議
の
電
話
や
メ
ー
ル
は

212件
で
、
肯
定
的
な
意
見
は
わ
ず
か
13件
で
あ
っ
た
。

❟
今
回
の
貴
賓
車
の
購
入
は
、
自
治
法
第
⚑
条
の
⚒
、
同
法
第
⚒
条
第
14項

で
定
め
る
住
民

の
福
祉
の
増
進
を
図
り
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
の
な
い
、
大
き
な
無

駄
遣
い
で
あ
る
。

ウ
貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
の
説
明
に
つ
い
て

❞
貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
に
つ
い
て
は
、
予
算
議
会
で
あ
る
令
和
⚒
年
⚒
月
定
例
県
議

会
の
代
表
質
問
、
一
般
質
問
及
び
常
任
委
員
会
で
も
全
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
一
切

議
論
さ
れ
ず
に
可
決
さ
れ
、
令
和
⚒
年
11月

定
例
県
議
会
で
よ
う
や
く
問
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
こ
と
に
、
県
政
の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
で
あ
る
県
議
会
は
大
い
に
恥
ず
べ
き
で
あ
る
。

❟
当
該
予
算
に
係
る
予
算
説
明
書
に
は
、
物
品
管
理
費
57,204千

円
の
内
訳
と
し
て
「
備
品

購
入
費
24,963千

円
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
何
を
購
入
す
る
の
か
の
説
明
に
な
っ

て
お
ら
ず
、
議
会
で
の
チ
ェ
ッ
ク
が
働
か
ず
、
議
論
の
し
よ
う
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
知

事
が
県
議
会
に
も
県
民
に
も
説
明
す
る
意
思
が
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
は
、
県
民
の
誰
が
見
て
も
わ
か
る
予
算

書
・
予
算
説
明
書
に
改
善
し
、
県
議
会
の
チ
ェ
ッ
ク
が
充
分
に
行
わ
れ
、
活
発
な
議
論
が
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

エ
知
事
の
内
部
統
制
に
つ
い
て

❞
自
治
法
第
148条

は
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務

を
管
理
し
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。
令
和
⚒
年
10月

27日
の
記
者
会
見

に
お
い
て
、
知
事
は
今
回
の
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て
、
「
⚘
月
の
納
品
ま
で
詳
細
を
知
ら

な
か
っ
た
。
」
と
答
え
て
い
る
が
、
昨
年
12月

か
ら
始
ま
っ
た
購
入
の
経
過
を
見
れ
ば
、
知

ら
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
「
県
民
に
対
す
る
事
業
費
で
は
な
く
、
内
部
経
費
。

担
当
課
が
検
討
し
た
と
思
う
。
」
「
他
車
種
と
の
検
討
な
ど
精
査
が
必
要
だ
っ
た
。
」
と
発

言
し
、
貴
賓
車
購
入
の
責
任
を
部
下
に
押
し
付
け
た
。
こ
れ
は
、
知
事
と
し
て
の
適
切
な
内

部
統
制
を
欠
く
職
務
怠
慢
で
あ
る
。

❟
平
成
21年

⚒
月
定
例
県
議
会
で
、
当
時
の
会
計
管
理
局
長
が
「
黒
塗
り
等
の
公
用
車
を
含

め
、
時
代
の
変
化
に
対
応
し
必
要
な
見
直
し
を
検
討
し
て
い
く
。
」
と
答
弁
し
、
知
事
は
今

回
、
「
精
査
が
必
要
だ
っ
た
。
」
と
反
省
の
弁
を
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
11月

定
例
県
議
会
で
は
、
会
計
管
理
局
長
が
「
次
回
か
ら
見
直
す
。
」
と
平
成
21年

と
同
様
の
答
弁

二
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で
幕
引
き
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

⑵
監
査
請
求
の
趣
旨

監
査
に
当
た
っ
て
は
、
請
求
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
及
び
事
実
証
明
並
び
に
請
求
人
が
陳
述
し

た
内
容
に
基
づ
き
、
監
査
請
求
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
解
し
た
。

ア
貴
賓
車
の
必
要
性
に
つ
い
て

山
口
県
が
貴
賓
車
を
所
有
す
る
必
要
性
は
そ
も
そ
も
な
い
。
宮
内
庁
は
、
皇
族
の
地
方
訪
問

の
際
に
皇
族
が
乗
る
車
両
の
用
意
を
都
道
府
県
に
求
め
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
平
成
29年

度
か

ら
令
和
元
年
度
ま
で
の
⚓
年
間
に
、
従
来
か
ら
保
有
す
る
貴
賓
車
を
貴
賓
車
と
し
て
使
用
し
た

の
は
13日

間
で
、
こ
の
う
ち
皇
族
が
使
用
し
た
の
は
⚒
日
間
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
令
和
⚒

年
10月

⚕
日
時
点
に
お
い
て
、
当
面
、
皇
族
や
海
外
の
賓
客
が
来
県
す
る
予
定
も
な
く
、
貴
賓

車
は
、
専
ら
議
長
車
、
副
議
長
車
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
必
要
性
の
な
い
貴
賓
車
を
、
こ
の
た
び
、
新
車
を
⚑
台
購
入
し
、
⚑
台
か
ら
⚒

台
に
増
や
し
て
い
る
こ
と
は
、
県
民
に
は
理
解
も
納
得
も
し
が
た
い
事
態
で
あ
る
。

イ
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て

山
口
県
で
は
財
源
不
足
が
続
き
、
公
共
施
設
の
命
名
者
の
募
集
や
公
用
車
へ
の
広
告
主
の
募

集
を
行
う
な
ど
の
歳
入
増
の
努
力
を
し
て
い
る
中
で
の
高
級
な
貴
賓
車
の
購
入
は
、
自
治
法
第

⚒
条
第
14項
の
「
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
」
を
挙
げ
ら
れ
な
い
矛
盾
し
た
行
為
で
あ
る
。

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
禍
の
下
で
、
県
は
感
染
症
対
策
や
医
療
機
関
の
支
援
等
、
県

民
の
血
税
を
使
っ
て
や
る
べ
き
施
策
が
山
ほ
ど
あ
る
中
で
、
必
要
の
な
い
貴
賓
車
を
購
入
し
た

こ
と
は
県
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ウ
貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
の
説
明
に
つ
い
て

貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て
、
県
政
の
チ
ェ
ッ
ク
機
関
で
あ
る
県
議
会
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
当
初
予
算
案
が
上
程
さ
れ
た
令
和
⚒
年
⚒
月
定
例
県
議
会
に
お

い
て
、
代
表
質
問
、
一
般
質
問
及
び
常
任
委
員
会
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
県
の
予
算
説
明
書
の
中
で
、
こ
の
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
物
品
管
理

費
の
内
訳
と
し
て
「
備
品
購
入
費
24,963千

円
」
と
記
述
が
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
で
は
議
会
で

議
論
の
し
よ
う
も
な
く
、
知
事
が
、
県
議
会
に
も
県
民
に
も
説
明
す
る
意
思
が
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
県
民
の
誰
が
見
て
も
分
か
る
予
算
書
・
予
算
説
明
書
に
改
善
し
、
県
議
会
で
議
論
で
き
る
よ

う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

エ
知
事
の
内
部
統
制
に
つ
い
て

知
事
は
今
回
の
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て
、
令
和
⚒
年
10月

27日
の
定
例
記
者
会
見
で
「
県

民
に
対
す
る
事
業
で
は
な
く
、
内
部
経
費
。
担
当
課
が
検
討
し
た
と
思
う
。
」
や
「
他
車
種
と

の
検
討
な
ど
精
査
が
必
要
だ
っ
た
。
」
と
発
言
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
知
事
と
し
て
自
治
法
第

148条
が
定
め
る
「
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
管
理

し
及
び
こ
れ
を
執
行
す
る
。
」
に
基
づ
く
、
適
切
な
内
部
統
制
を
欠
い
て
い
る
と
考
え
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
今
回
知
事
が
貴
賓
車
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
購
入
し
た
の
は
不
当
で
あ
り
、

県
に
損
害
を
与
え
た
た
め
、
知
事
は
、
購
入
の
た
め
に
支
出
し
た
2,090万

円
を
県
に
対
し
て
賠

償
す
る
よ
う
求
め
る
。

⑶
監
査
の
対
象
事
項

監
査
請
求
の
趣
旨
を
前
述
の
よ
う
に
解
し
、
監
査
の
対
象
事
項
を
次
の
項
目
と
し
た
。

ア
貴
賓
車
の
必
要
性
に
つ
い
て

貴
賓
車
を
保
有
し
、
ま
た
、
貴
賓
車
を
⚑
台
か
ら
⚒
台
に
増
や
し
て
い
る
こ
と
が
不
当
と
認

め
ら
れ
る
か
。

イ
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
購
入
し
た
こ
と
が
不
当
と
認
め
ら
れ
る
か
。

ウ
貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
の
説
明
に
つ
い
て

貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
説
明
書
の
記
載
は
不
当
と
認
め
ら
れ
る
か
。

エ
知
事
の
内
部
統
制
に
つ
い
て

貴
賓
車
の
購
入
に
関
し
て
、
知
事
が
内
部
統
制
を
欠
い
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
。

⑷
監
査
の
実
施

当
該
事
業
を
所
管
す
る
山
口
県
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
を
対
象
に
し
て
監
査
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
総
務
部
財
政
課
及
び
議
会
事
務
局
に
調
査
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
確
認
さ
れ
た
事
実
及

び
請
求
に
対
す
る
県
の
主
張
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
貴
賓
車
の
必
要
性
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
購
入
車
両
の
概
要
に
つ
い
て

年
式
：
令
和
⚒
年

車
種

名
：
ト
ヨ
タ
セ
ン
チ
ュ
リ
ー

（
型
式
：
6AA-UW60-AEXGH）

排
気

量
：
4,968cc

車
両
本
体
価
格
：
19,942,880円

（
値
引
後
、
税
込
）

メ
ー
カ
ー
オ
プ
シ
ョ
ン
価
格
：
769,450円

（
税
込
）
（
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
、
リ
ア
ド
ア

カ
ー
テ
ン
・
電
動
バ
ッ
ク
ウ
ィ
ン
ド
ウ
カ
ー
テ
ン
、
本

革
仕
様
）

付
属

品
価

格
：
432,850円

（
税
込
）
（
Ｅ
Ｔ
Ｃ
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
、
フ

ロ
ア
マ
ッ
ト
、
サ
イ
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ナ
ン
バ
ー
フ
レ
ー

ム
、
ド
ラ
イ
ブ
レ
コ
ー
ダ
ー
）

二
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諸
費

用
：
107,610円

下
取
車
価
格
（
−
）
：
307,440円

予
定

価
格
：
20,945,350円

入
札

価
格
：
20,900,000円

ｂ
下
取
車
両
の
概
要
に
つ
い
て

①
ト
ヨ
タ
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
（
登
録
番
号
：
山
口
330ら

1500）
登
録
年
月
：
平
成
19年
⚗
月

走
行
距
離
：
328,442㎞

（
令
和
⚒
年
⚓
月
31日
時
点
）

②
ト
ヨ
タ
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
（
登
録
番
号
：
山
口
300ぬ

5768）
登
録
年
月
：
平
成
14年
⚗
月

走
行
距
離
：
78,680㎞

（
令
和
⚒
年
⚓
月
31日
時
点
）

ｃ
購
入
車
両
の
使
用
状
況
に
つ
い
て

庁
用
自
動
車
使
用
伺
簿
・
運
転
日
誌
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
使
用
実
績
を
確
認
し

た
。
な
お
、
用
務
は
全
て
議
会
用
務
及
び
議
長
用
務
で
あ
っ
た
。

納
車
日
：
令
和
⚒
年
⚘
月
⚒
日

使
用
日
数
：
76日
（
令
和
⚒
年
12月
17日
時
点
）

走
行
距
離
：
13,830㎞

（
令
和
⚒
年
12月
17日
時
点
）

❟
県
の
主
張

ａ
購
入
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て

令
和
元
年
⚙
月
に
、
総
務
部
か
ら
会
計
管
理
局
物
品
管
理
課
へ
、
議
会
事
務
局
が
管
理

し
て
い
る
副
議
長
用
公
用
車
（
⚓
の
⑷
ア
❞
ｂ
①
）
が
翌
年
度
に
更
新
時
期
を
迎
え
る
の

に
併
せ
、
行
財
政
構
造
改
革
の
観
点
な
ど
か
ら
県
全
体
で
の
一
体
的
な
運
用
方
法
や
管
理

の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
依
頼
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
物
品
管
理
課
及
び
会
計

管
理
局
内
で
検
討
を
重
ね
、
⚓
台
あ
る
来
賓
対
応
可
能
な
公
用
車
を
同
課
で
一
元
管
理
す

る
こ
と
で
運
用
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
車
両
の
更
新
に
併
せ
て
台
数
を
⚓
台
か
ら

⚒
台
に
削
減
し
、
将
来
の
維
持
管
理
経
費
や
車
両
更
新
に
要
す
る
経
費
の
節
減
を
図
る
案

を
策
定
し
、
同
年
10月

に
そ
の
旨
を
議
会
事
務
局
に
も
伝
え
た
。
そ
の
後
、
同
年
11月

に
更
新
車
両
に
つ
い
て
は
現
使
用
車
両
と
同
車
種
の
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
と
す
る
こ
と
を
会
計
管

理
局
内
で
決
定
し
、
必
要
額
を
予
算
要
求
し
た
。

ｂ
貴
賓
車
の
位
置
付
け
及
び
一
元
管
理
に
つ
い
て

平
成
21年

に
マ
ツ
ダ
の
Ｍ
Ｐ
Ｖ
を
知
事
用
公
用
車
と
し
た
際
に
、
そ
れ
ま
で
知
事
用
公

用
車
と
し
て
使
用
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
来
賓
対
応
用
の
貴
賓
車
と
し
て
位
置
付
け

る
こ
と
と
な
り
、
山
口
国
体
・
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
（
平
成
23年

開
催
）
、
世
界
ス
カ

ウ
ト
ジ
ャ
ン
ボ
リ
ー
（
平
成
27年

開
催
）
及
び
山
口
ゆ
め
花
博
（
平
成
30年

開
催
）
に
お

い
て
、
皇
室
対
応
の
車
両
と
し
て
使
用
し
た
ほ
か
、
ベ
ト
ナ
ム
ビ
ン
ズ
ン
省
の
書
記
長
来

県
（
令
和
元
年
）
に
お
い
て
、
送
迎
車
両
と
し
て
使
用
し
て
き
た
。
皇
室
対
応
の
際
に

は
、
議
長
用
公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
使
用
し
て
い
た
⚒
台
の
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
に
つ
い
て
も
予
備
車
両
等
と
し
て
使
用
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
令
和
元
年
度
ま
で
は
、
県
（
物
品
管
理
課
）
が
管
理
す
る
貴
賓
車
（
旧

知
事
用
公
用
車
）
と
議
会
事
務
局
が
管
理
す
る
議
長
用
公
用
車
、
副
議
長
用
公
用
車
、
計

⚓
台
の
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
皇
室
等
来
賓
対
応
用
の
車
両
と
し
て
使
用
し
て
い
た
が
、
よ
り

効
率
的
な
運
用
を
図
る
た
め
、
県
（
物
品
管
理
課
）
側
で
一
元
管
理
す
る
こ
と
と
し
、
令

和
⚒
年
度
か
ら
貴
賓
車
と
し
て
同
課
の
所
管
と
し
た
。

皇
室
や
外
国
か
ら
の
要
人
等
の
御
来
県
に
備
え
て
、
貴
賓
車
の
保
有
は
必
要
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

ｃ
貴
賓
車
と
し
て
の
運
用
の
見
込
み
に
つ
い
て

貴
賓
車
と
し
て
は
、
皇
室
の
来
県
対
応
以
外
に
、
国
際
交
流
事
業
や
観
光
振
興
事
業
な

ど
に
関
連
し
た
外
国
の
要
人
へ
の
対
応
等
、
庁
内
他
課
か
ら
の
利
用
要
請
に
よ
る
稼
働
率

の
向
上
を
見
込
ん
で
い
る
。
現
に
、
先
方
の
事
情
で
延
期
と
な
っ
た
が
、
令
和
⚒
年
11月

10日
の
駐
日
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
特
命
全
権
大
使
来
庁
時
に
貴
賓
車
の
使
用
を
予

定
し
て
い
た
。
な
お
、
具
体
的
な
貴
賓
車
の
使
用
に
つ
い
て
は
⚒
週
間
前
ま
で
に
使
用
の

申
請
手
続
を
物
品
管
理
課
に
対
し
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

ｄ
議
会
事
務
局
へ
の
貸
出
し
に
つ
い
て

貴
賓
車
は
皇
室
等
来
賓
対
応
用
の
公
用
車
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
⚒

台
が
議
長
用
公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

た
め
の
車
両
は
必
要
と
な
る
た
め
、
来
賓
対
応
等
で
の
県
の
使
用
が
な
い
場
合
は
議
長
用

公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
議
会
事
務
局
に
貸
し
出
し
て
い
る
。
な
お
、
皇
室

や
外
国
要
人
の
来
県
な
ど
、
来
賓
用
務
と
し
て
の
公
用
車
の
対
応
が
生
じ
た
場
合
は
、
当

該
来
賓
対
応
が
議
長
用
公
用
車
又
は
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
の
使
用
よ
り
も
優
先
さ
れ

る
。

ｅ
車
種
を
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
と
し
た
理
由
に
つ
い
て

今
回
更
新
し
た
車
両
は
、
皇
室
等
の
貴
賓
対
応
時
に
お
召
車
等
と
し
て
使
用
す
る
も
の

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
使
用
し
て
き
て
お
り
、
特
段
の
ト
ラ
ブ
ル
や
ク

レ
ー
ム
も
な
く
、
長
年
に
わ
た
り
安
全
に
運
用
し
て
き
た
実
績
と
車
両
及
び
車
格
へ
の
信

頼
か
ら
同
車
種
で
あ
る
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
選
定
し
た
。

な
お
、
貴
賓
車
に
限
ら
ず
、
公
用
車
の
更
新
の
際
の
車
種
選
定
は
、
従
前
使
用
し
て
い

た
車
種
を
基
準
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
お
り
、
今
回
の
貴
賓
車
の
更
新
に

つ
い
て
も
同
様
に
従
前
の
車
格
・
車
種
を
基
準
と
し
た
。
こ
の
た
め
、
近
年
自
動
車
の
価
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格
が
上
昇
し
て
お
り
、
同
車
種
の
車
両
を
選
定
し
た
際
に
は
、
従
前
よ
り
も
購
入
価
格
が

上
昇
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
今
回
購
入
し
た
車
両
の
装
備
品
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
車
両
と
同
様
の
オ
プ

シ
ョ
ン
や
付
属
品
を
除
き
、
全
て
標
準
装
備
で
あ
り
、
検
討
の
余
地
は
な
か
っ
た
。

ｆ
貴
賓
車
を
⚒
台
と
し
た
理
由
に
つ
い
て

行
幸
啓
の
際
に
は
車
両
ト
ラ
ブ
ル
等
に
備
え
る
た
め
の
予
備
車
両
と
し
て
⚑
台
、
お
成

り
の
際
に
は
お
一
人
の
来
県
で
お
召
車
と
予
備
車
両
と
し
て
⚒
台
で
の
対
応
が
必
要
と
な

る
。

ｇ
い
わ
ゆ
る
黒
塗
り
車
両
の
所
有
に
つ
い
て

平
成
21年

度
以
降
、
黒
塗
り
車
両
の
削
減
に
努
め
、
⚙
台
所
有
し
て
い
た
も
の
を
令
和

元
年
度
ま
で
に
⚕
台
に
削
減
し
た
。
ま
た
、
こ
の
た
び
の
貴
賓
車
の
一
元
管
理
に
よ
り
、

議
会
事
務
局
が
所
有
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
も
物
品
管
理
課
で
所
管
し
た
。

ｈ
貴
賓
車
購
入
に
対
す
る
意
見
に
つ
い
て

令
和
⚒
年
⚙
月
23日

か
ら
11月

15日
ま
で
の
間
に
、
212件

の
意
見
が
電
話
や
メ
ー
ル

で
県
に
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
199件

が
否
定
的
な
意
見
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら

を
貴
重
な
意
見
と
し
て
し
っ
か
り
と
受
け
止
め
、
次
回
の
更
新
時
に
活
か
し
て
い
き
た

い
。購
入
し
た
車
両
を
含
め
、
⚒
台
の
貴
賓
車
を
し
っ
か
り
と
運
用
し
、
有
効
活
用
を
図
り

た
い
と
考
え
て
い
る
。

イ
予
算
措
置
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
計
上
の
判
断
は
、
公
用
車
に
係
る
経
費
が
内
部
的
経
費
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
総
務
部
に
お
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、
知
事
と
の
個
別
の
協
議
は
行
わ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
令
和
⚒
年
度
一
般
会
計
予
算
の
見
積
書
に
お
い
て
、
貴
賓
車
購
入
に
係
る
予
算

21,100千
円
は
、
款
）
総
務
費
項
）
総
務
管
理
費
目
）
物
品
管
理
費
節
）
備
品
購
入

費
と
し
て
措
置
さ
れ
て
お
り
、
予
算
説
明
書
に
は
、
目
）
物
品
管
理
費
〔
（
本
年
度
）

57,204千
円
（
前
年
度
）
35,478千

円
（
比
較
）
21,726千

円
〕
節
）
備
品
購
入
費

24,963千
円
説
明
）
（
物
品
管
理
課
所
管
）
集
中
管
理
自
動
車
運
営
費
46,902千

円
な

ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

な
お
、
予
算
説
明
書
に
あ
る
目
）
物
品
管
理
費
の
備
品
購
入
費
24,963千

円
の
内
訳
は
、

貴
賓
車
（
21,100千

円
）
の
他
に
公
用
ト
ラ
ッ
ク
車
両
3,223千

円
、
そ
の
他
の
備
品
購
入

費
640千

円
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
前
年
度
の
令
和
元
年
度
の
予
算
説
明
書
に
計
上
さ
れ
て
い
る
同
備
品
購
入
費
は

3,872千
円
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
令
和
⚒
年
度
の
同
費
は
前
年
度
か
ら
21,091千

円
の
増
額
で
あ
っ
た
。

❟
県
の
主
張

ａ
車
両
更
新
の
基
準
に
つ
い
て

公
用
車
購
入
に
係
る
予
算
要
求
に
お
い
て
、
更
新
対
象
車
両
と
な
る
の
は
、
11年

以
上

経
過
か
つ
走
行
距
離
12万

㎞
超
と
い
う
基
準
が
あ
り
、
貴
賓
車
に
つ
い
て
も
同
じ
基
準
に

基
づ
い
て
更
新
し
て
い
る
。

ｂ
貴
賓
車
購
入
の
た
め
の
予
算
の
検
討
に
つ
い
て

リ
ー
ス
に
よ
る
保
有
も
検
討
し
た
が
、
公
用
車
は
11年

以
上
継
続
し
て
使
用
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
期
間
が
最
大
⚗
年
の
リ
ー
ス
方
式
と
比
較
す
る
と
、
明

ら
か
に
購
入
し
た
方
が
経
済
的
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ま
た
、
山
口
県
内
に
お
い
て
は
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
レ
ン
タ
カ
ー
と
し
て
取
り
扱
う
事

業
者
も
な
く
、
同
様
に
、
ハ
イ
ヤ
ー
業
者
も
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

ｃ
経
費
削
減
に
つ
い
て

今
回
の
貴
賓
車
の
購
入
に
伴
い
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
⚓
台
か
ら
⚒
台
に
削
減
し
た
こ
と

で
、
車
検
等
の
整
備
代
や
法
定
費
用
、
オ
イ
ル
・
タ
イ
ヤ
等
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
料
な
ど
の
維

持
管
理
費
に
つ
い
て
、
低
減
が
図
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

ｄ
そ
の
他

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
係
る
予
算
措
置
に
つ
い
て
は
、
別
途
的
確
な
対
応
が
な

さ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

予
算
説
明
書
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
自
治
法
及
び
関
係
省
令
に
そ
の
様
式
が
定
め
ら
れ

て
い
る
。

ウ
購
入
契
約
に
つ
い
て

❞
確
認
さ
れ
た
事
実

ａ
契
約
締
結
に
つ
い
て

物
品
調
達
等
審
査
会
（
令
和
⚒
年
⚒
月
12日

審
査
）
、
物
品
購
入
決
議
（
令
和
⚒
年
⚓

月
11日

決
裁
）
、
会
計
管
理
局
競
争
入
札
等
審
査
会
（
令
和
⚒
年
⚓
月
11日

審
査
）
、
物

品
購
入
伺
（
令
和
⚒
年
⚓
月
12日

決
裁
）
、
物
品
調
達
等
入
札
執
行
伺
（
令
和
⚒
年
⚓
月

12日
決
裁
）
、
入
札
執
行
（
令
和
⚒
年
⚔
月
⚑
日
）
、
物
品
購
入
契
約
締
結
伺
（
令
和
⚒

年
⚔
月
⚑
日
決
裁
）
、
契
約
締
結
（
令
和
⚒
年
⚔
月
⚑
日
契
約
締
結
）
、
契
約
締
結
状
況

（
令
和
⚒
年
⚕
月
20日
公
表
）
に
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

ｂ
備
品
購
入
費
支
出
に
つ
い
て

物
品
検
査
調
書
（
令
和
⚒
年
⚘
月
⚒
日
検
査
）
、
支
出
負
担
行
為
状
況
（
令
和
⚒
年
⚔

月
⚗
日
支
出
負
担
行
為
登
録
）
、
支
出
状
況
（
令
和
⚒
年
⚘
月
13日

支
出
登
録
、
同
年
⚘
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月
20日
支
払
）
に
よ
り
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

❟
県
の
主
張

ａ
入
札
時
期
に
つ
い
て

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
は
、
組
立
ラ
イ
ン
で
は
な
い
受
注
に
よ
る
生
産
の
た
め
、
納
品
ま
で
概

ね
半
年
の
期
間
を
要
し
、
ま
た
、
更
新
対
象
車
両
が
令
和
⚒
年
⚗
月
に
車
検
満
了
を
迎
え

る
こ
と
か
ら
、
令
和
⚒
年
⚒
月
か
ら
入
札
準
備
に
着
手
し
、
入
札
公
告
を
同
年
⚓
月
16

日
、
入
札
を
同
年
⚔
月
⚑
日
に
実
施
し
た
。

更
新
対
象
車
両
は
、
購
入
か
ら
13年

経
過
し
、
走
行
距
離
も
32万

㎞
を
超
え
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
入
札
当
時
、
全
庁
的
に
予
算
執
行
を
控
え
る
よ
う
な
指
示
等
も
な
い
こ
と
か

ら
、
通
常
の
予
算
執
行
と
し
て
事
務
処
理
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
。

ｂ
契
約
の
執
行
に
つ
い
て

更
新
対
象
車
両
が
令
和
⚒
年
⚗
月
25日

に
車
検
満
了
と
な
る
こ
と
か
ら
、
期
限
ま
で
の

更
新
車
両
の
確
実
な
購
入
を
念
頭
に
同
年
⚒
月
か
ら
入
札
準
備
を
進
め
、
同
年
⚔
月
⚑
日

に
入
札
及
び
契
約
締
結
を
実
施
す
る
な
ど
、
事
務
の
遅
延
が
な
い
よ
う
努
め
た
。

⚔
監
査
の
結
果

⚓
の
⑵
「
監
査
請
求
の
趣
旨
」
、
⚓
の
⑶
「
監
査
の
対
象
事
項
」
及
び
⚓
の
⑷
「
監
査
の
実
施
」

を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
判
断
す
る
。

⑴
貴
賓
車
の
必
要
性
に
つ
い
て

県
で
は
、
平
成
21年

以
降
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
貴
賓
車
と
し
て
位
置
付
け
、
皇
室
や
外
国
の
要

人
の
御
来
県
に
当
た
り
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
使
用
し
て
き
た
実
績
が
認
め
ら
れ
、
行
幸
啓
に
お
い

て
は
、
予
備
車
両
と
し
て
県
が
保
有
す
る
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
⚑
台
が
使
用
さ
れ
、
お
成
り
に
お
い
て

は
、
お
一
人
の
御
来
県
で
お
召
車
及
び
予
備
車
両
と
し
て
県
が
保
有
す
る
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
⚒
台
が

使
用
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
県
（
物
品
管
理
課
）
保
有
の
貴
賓
車
と
と
も

に
、
議
会
事
務
局
が
議
長
用
公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
⚒
台
保
有
し
て
い
た
セ
ン

チ
ュ
リ
ー
も
同
時
に
使
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

一
般
的
に
、
政
策
選
択
や
事
業
実
施
上
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
県
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お

り
、
皇
室
や
外
国
か
ら
の
要
人
等
の
御
来
県
に
備
え
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
車
両
を
貴
賓
車
と

し
て
保
有
す
る
に
至
っ
た
県
の
判
断
が
不
合
理
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
ず
、
不
当
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。

ま
た
、
請
求
人
は
、
も
と
も
と
⚑
台
で
あ
っ
た
貴
賓
車
が
⚒
台
と
な
り
、
そ
の
実
態
は
議
長
用

公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
従
来
か
ら
貴
賓
車

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
県
（
物
品
管
理
課
）
で
保
有
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
に
加
え
、
議
会

事
務
局
が
保
有
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
（
議
長
用
公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
）
に
つ
い
て

も
、
同
様
の
目
的
で
同
時
に
使
用
さ
れ
た
実
績
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
令
和
⚒
年
度
か
ら
の

公
用
車
の
運
用
の
見
直
し
に
よ
り
、
議
会
事
務
局
が
保
有
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を
集
中
管
理

自
動
車
と
し
て
県
（
物
品
管
理
課
）
が
一
元
管
理
し
、
皇
室
等
の
御
来
県
が
な
い
時
に
、
議
長
用

公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
議
会
事
務
局
に
貸
し
出
し
、
公
用
車
の
効
率
的
運
用
を

図
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
県
の
判
断
に
は
合
理
性
が
あ
り
、
不
当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

⑵
貴
賓
車
の
購
入
に
つ
い
て

今
回
更
新
対
象
車
両
と
さ
れ
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
が
、
購
入
か
ら
既
に
13年

経
過
し
、
走
行
距
離

も
32万

⚘
千
㎞
を
超
え
る
な
ど
、
頻
繁
な
買
い
替
え
を
抑
制
し
、
県
の
更
新
基
準
で
あ
る
「
11年

以
上
経
過
か
つ
走
行
距
離
12万

㎞
超
」
を
大
幅
に
超
過
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
車
両
の

更
新
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

今
回
、
当
該
車
両
の
更
新
に
当
た
っ
て
、
会
計
管
理
局
に
お
い
て
、
同
車
種
を
選
定
し
た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
他
車
種
と
の
比
較
検
討
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
そ
の
判

断
に
当
た
っ
て
は
、
よ
り
慎
重
な
検
討
や
対
応
が
必
要
で
あ
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
長

年
に
わ
た
り
安
全
に
運
用
し
て
き
た
実
績
並
び
に
車
両
及
び
そ
の
車
格
へ
の
信
頼
に
基
づ
い
て
行

わ
れ
た
県
の
判
断
が
不
合
理
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
言
え
ず
、
不
当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
県
は
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
購
入
に
当
た
っ
て
、
⚓
台
保
有
し
て
い
た
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
を

⚒
台
に
削
減
し
、
将
来
の
維
持
管
理
経
費
や
車
両
更
新
に
要
す
る
経
費
の
節
減
を
図
る
と
と
も

に
、
集
中
管
理
自
動
車
と
し
て
一
元
管
理
す
る
中
で
、
貴
賓
車
と
し
て
使
用
し
な
い
期
間
は
、
議

長
用
公
用
車
及
び
副
議
長
用
公
用
車
と
し
て
有
効
活
用
を
図
る
な
ど
、
行
政
経
費
の
節
減
合
理
化

に
努
め
て
い
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
県
の
判
断
に
は
合
理
性
が
あ
り
、
不

当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
県
は
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
購
入
に
代
わ
る
、
リ
ー
ス
や
レ
ン
タ
カ
ー
、
ハ
イ
ヤ
ー
の

活
用
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
が
、
購
入
よ
り
も
高
額
と
な
っ
た
り
、
本
県
内
で
の
取
扱
い
が

な
か
っ
た
り
な
ど
、
い
ず
れ
も
代
替
手
段
と
し
て
適
当
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
、
購
入
を
選
択
し
た
県
の
判
断
に
は
合
理
性
が
あ
り
、
不
当
と
は
認
め

ら
れ
な
い
。

⑶
貴
賓
車
の
購
入
に
係
る
予
算
の
説
明
に
つ
い
て

予
算
説
明
書
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
22年

内
務
省
令
第
29号

）
第
15条

の
⚒
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
当
該
様
式
の
備
考
に
お
い
て
、
「
説
明
欄
に
は
、
予
算
を
計
上
し
た
目

の
内
訳
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
説
明

欄
の
内
容
を
ど
の
程
度
記
載
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
県
の
裁
量
の
範
囲
と
考
え
ら
れ
、
県
の
予
算

説
明
書
は
、
法
令
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
当
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

な
お
、
「
県
民
の
誰
も
が
見
て
も
分
か
る
予
算
書
・
予
算
説
明
書
に
改
善
し
、
県
議
会
で
議
論

で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
予
算
執
行
以
前
の
予
算
編
成
事
務

や
議
会
で
の
審
議
等
に
係
る
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
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⑷
知
事
の
内
部
統
制
に
つ
い
て

県
が
予
算
計
上
す
る
事
業
や
経
費
は
広
範
囲
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
予
算
編
成
で

は
、
知
事
が
示
し
た
予
算
編
成
方
針
に
基
づ
き
、
各
所
属
に
お
い
て
所
要
額
を
見
積
も
り
、
さ
ら

に
各
部
局
に
お
い
て
総
額
の
抑
制
を
念
頭
に
予
算
見
積
の
調
整
を
し
た
も
の
に
対
し
、
知
事
は
こ

れ
を
統
括
的
に
査
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
今
回
の
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
購
入
に
係
る
財
務
会
計
上
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
会
計

規
則
（
昭
和
39年

山
口
県
規
則
第
54号

）
等
関
係
法
令
を
遵
守
し
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
お
り
、

違
法
・
不
当
な
点
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
貴
賓
車
の
購
入
に
関
し
て
、
知
事
が
内
部
統
制
を
欠
い
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ

な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
山
口
県
に
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
求
め
る
と
す
る
請
求
人
の
主
張
に
は
理
由

が
な
い
。

よ
っ
て
、
本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
棄
却
す
る
。

⚕
監
査
委
員
の
意
見

本
県
の
近
時
の
財
政
状
況
を
見
る
と
、
財
源
不
足
が
続
き
、
財
政
の
硬
直
化
も
引
き
続
き
認
め
ら

れ
、
直
近
に
お
い
て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
と
し
て
の
感
染
症
対
策
や
県
経
済
の
下
支
え

等
に
よ
り
、
歳
出
予
算
が
大
幅
に
増
加
す
る
と
と
も
に
、
今
後
も
県
税
収
入
等
の
減
少
が
見
込
ま
れ

る
な
ど
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
監
査
委
員
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
、
監
査
業
務
を
通
じ
て
、
執
行
部

に
対
し
、
経
済
的
、
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
予
算
や
事
務
事
業
の
執
行
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
県
に
お
い
て
は
、
今
回
購
入
し
た
車
両
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
念
頭
に
、
そ
の
運

用
等
に
努
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
備
品
購
入
そ
の
他
の
経
費
支
出
の
節
減
合
理
化
等
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
前
例
に
捉
わ
れ
な
い
不
断
の
見
直
し
に
努
め
、
予
算
や
事
務
事
業
の
適

切
な
執
行
を
図
ら
れ
た
い
。
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